
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【北コース】（令和元年６～９月の４ヶ月平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【南コース】（令和元年６～９月の４ヶ月平均） 
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資料２ 

北谷町コミュニティバス ニュース 

見直し基準と今後の取組みのお知らせ 

見直し基準（２人未満） 

見直し基準（２人未満） 

 北谷町コミュニティバスは、平成 29年６月から実証運行を開始しましたが、町の目
標とする乗車率（収支率 25％）を達成できておりません。このため、町としては、令
和元年６月からコースやダイヤの「見直し基準」を設定し、令和２年度から、この
「見直し基準」に基づき、コースやダイヤの見直しを行い、令和３年度まで実証運行
を継続していく予定です。コミュニティバスを継続するためには、皆様のご利用が不
可欠です！今後も、地域の足を守るためにも、多くの皆様がご利用ください。 

廃止候補 

【北谷町コミュニティバスの「見直し基準」】 
①１便平均利用者数が２人未満のダイヤは廃止（対象）する。 

②１日平均乗降者数が１人未満のバス停は廃止（対象）する。ただし、路
線上通過するバス停は維持する。 

 

令和３年度 
本格移行か 
廃止の判断 

令和２年度 
見直し第３弾 

令和元年６月 
見直し第２弾 
（見直し基準設定） 

平成 30 年５月 
見直し第１弾 

これまでの取組み 今後の予定  

平成 29 年６月 
実証運行開始 

①１便平均利用者数（２人未満のダイヤは廃止（対象）！） 



 

   

 

②バス停別１日平均乗降者数（１人未満のバス停は廃止（対象）！） 

※令和元年６～９月の４ヶ月平均 
○桑江区公民館前      0.51 
○高宮城アパート前     0.48 
○第二伊平         0.46 
○上勢頭北公園       0.36 
○北玉小学校入口      0.34 
○桑江中学校入口      0.30 
○桑江中学校前       0.28 
○桑江           0.23 
○玉上東          0.19 
○ヒルトン沖縄北谷リゾート 0.15 
○砂辺区公民館       0.11 

 
「見直し基準」を達
成できるよう、是非
ご利用ください！ 

【お問合せ先】 北谷町役場総務部企画財政課 TEL：098-936-1234 


